
大浦小学校
いじめ防止基本方針

南さつま市立大浦小学校

令和 8年 3月 改訂



≪南さつま市いじめ防止基本方針における理念≫

南さつま市においては,市内全ての学校で,子供一人一人の人権を尊重 し,

子供たちが互いの違いを認め合い,支え合いながら,安心して暮らし,学ぶ

ことができる環境をつくることを大切にしています。

また,子供主体の教育活動を展開するとともに,子供たちの主体的な活動を

通して,子供の自治能力を高めることにより、いじめのない学校 。学級づくり

を目指 しています。

さらに,い じめ問題が発生した場合は,子供の思いを大切にしながら全校態

勢で早期解決に向けて全力で取 り組みます。

このような 「子供尊重」「子供主体」の考え方を基本とし、いじめ防止対策

推進法第 13条の規定に基づき、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果

的に推進するために、ここに 「学校いじめ防止基本方針」を定めるものです。



大浦小学校いじめ防止基本方針
令和 7年 3月

学 校 教 育 目 標

自ら考え 協調 し 実行する 子供の育成夢に向かい

【家庭 。地域との連携】
。PTA役員会
・PTA代議員会
。学級 PTA
・学校運営協議会
。大浦町地域公民館

【〃正二ヽの 教 育 推 進 委 員 会 】

(い じめ対策チーム)

○目的 1発達支持的生徒指導 2課題未然防止教育
3課題早期発見対応  4 困難課題対応的生徒指導

○組織構成 :1管理職, 2生 徒指導主任,3学 級担任 ,
4養護教諭, 5そ の他必要に応じた関係者及
び外部専門家

【関係機関等との連携】

・市教育委員会

・心の教育相談員

・警察

・児童相談所,HAS
・ SSW, SC

【発 達 支 持 白勺 /何=徒 指 導 】
わかる授業の実施,人権教育,安心できる学校づくり
協働的な学び,個別最適な学習によつて,お互いの多様
性を認める学び合い

人権意識を高める取組 (PTA活動 )
「人権侵害をしない人」に育つような働きかけ

○保護者

○教職員

○児童

【課 題 未 然  「
`方
r卜 教 育 】

○教職員 :道徳や学級活動におけるいじめ防止の取組

○児童  :児童会活動,縦害|り 班での活動
○保護者 :子供とのふれあい,子供が相談しやすい雰囲気の構築

【口果題 写土葬野]発見 対 応 】
O教職員 :実態調査,継続性のある児童観察 (心の健康観察),教職員間の情

報の共有 (職員連絡会)

保護者地域との情報の共有

○児童  :教職員,心の教育相談員,保護者,信頼できる大人,友達への相談

○保護者 :何でも話せる親子関係の構築,学校との連携),子供の様子の観察

1 学級経営の
充実

(1)ソーシャルスキルトレーニ

ンク
ヾ

2 道徳教育の充
実
。心の教育 。命

の教育の充実

3 縦割 り班活動
の充実

4 学校楽しぃ―
との実施

5 体験活動の充
実

(1)米作 り活動

(2)大豆栽培

(3)みそづくり

(4)校内持久走大会

(5)遠泳大会

○教職員

○児童

○保護者

【困 難 課 題 白勺キ _徒指 導 】
1 情報収集,管理職・生徒指導主任への報告 ,
2 組織的な対応 (い じめ対策チーム)
(1)い じめられた子の保護 。対処

(2)い じめた子への指導

(3)周囲の子供たちへの指導

(4)保護者との連携 (説明,聴き取り,協力依頼 )
(5)スクールカウンセラー,スクーlレノーシャルワーカ‥,心の教育相談員等専
門機関,関係機関との連携

当事者以外の子供たちの対応 (信頼できる大人ヘ

の相談,い じめを止めさせる,い じめから助ける,
集団を活用したいじめ解決のための取組 )

学校との連携 (子供からの聴き取り,学校との情報交換
情報共有,い じめの制止,子供の安全確保,ケア,指導)

1生徒指導体制

(1)心 の教育推

進委員会

(対策チー州

(2)児童理解 (情

報交換・共通

理解 )

ア職員朝会

イ職員会議

ウ学校楽しぃ―と

後の教育相談

工担任会

2職 員研修 の

重 点
(1)全体指導計

画の作成

(2)児童理解に

関する研修

(3)指導援助の

在 り方 に関

する研修

(4)い じめ対策

必携の活用

(5)学校ネットハ
°
トロ

ール事業検索結

果の活用



【いじめ防止等の年間計画等】

月 学校での取組 保護者との連携 備考 (地域との連携 )

8

8有

8

瞥靭 藉
える

成就感・自己啓発力
友達のいいところを認める。
短期口長期の目標を持たせる。
実態把握/児童理解/情報の共

関係機関との連携
職員の意識向上

ア 子供とのふれあいによる親子の
絆の構築
イ 児童理解
ウ 学校との相談や話し合いの場
工 いじめ等についての研修

日 学校や児童への関心を高め,

地域で子供たちを見守る体制
をつくる。日
の委霜惑鍮斎高名幾

域行事ヘ

4

B芦で劾舌
ア PTA立田合指導
イ 学級PTAHPTA総会
イ PTA役員日代議員会
ア 田植えへの協力

O 警察署との情報交換

5

§
④
 量猿蓬鍮賃甕
の共有ア

ア
ウ
アイ

PTA立田合指導
授業参観
家庭教育学級
PTA愛校作業

6

§② ξ5]こ争⊆き子とァンケート
ア PTA立田合指導
イウ学校保健委員会

O 警察署との情報交換

フ

§  ⊆雲遭遭再藉鍾軍子アンケート
ア PTA立「合指導
アイ授業参観日学級
ウ 家庭教育学級

PTA
O 遠泳大会

8
8⑥ 籍術坂

導校内研修 アイ稲刈りへの協力
ア PTA役員日代議員会
アイPTA愛校作業

O 人権月間
O 警察署との情報交換

9 ア PTAttI合指導
イウ学校保健委員会

O 地域運動会への観覧呼びかけ

¬0

§④ 想摯       ンケート
ア PTA立口合指導
イ 教育相談
アイ運動会への協力

O 地域合同運動会
O 大浦まつり
O 警察署との情報交換

11 ア PTAttR合指導
イウ授業参観
ア PTA役員B代議員会

O 学習発表会への観覧呼びかけ

12 あ
人

△
ム

アンケート

ア PTA立「合指導
イ 学級PTA
ウ 家庭教育学級
アイ持久走大会への協力

O ふれあい給食
O 警察署との情報交換

1

8B螂零給
ア
ウ
イウ

PTA立田合指導
家庭教育学級
学校保健委員会

O みそづくり

2

::  ||::          ト

ア PTA立「合指導
イウ学習発表会参観
イ PTA役員 B代議員会

O 警察署との情報交換
O お伊勢講

3

§  常≧盈巻捨喧露曇ニ
アンケートア PTA立田合指導

ア 代議員会



南さつま市立大浦小学校いじめ防止基本方針 (詳細 )

令和 8年 3月 改訂

いじめの定義といじめに対する基本的な考え

(1)い じめの定義

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係に

ある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (イ ンターネットを通じて行われるもの

を含む。)であって、当該行為の対象となつた児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。
(「いじめ防止対策推進法」より)

(2)い じめに対する基本的な考え方

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、
いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、
いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

自校の課題

本校は児童数は約 40名で 1学級の児童数は 10名 前後であり,児童同士も気心が知れて,男女の仲も良
い。また,縦割り班を活用し,上の学年の子が下の学年の世話をするという気風も構築されている。一人一
人の特性が認められ,生き生きと学習に取り組んでいる。しかし,学級の児童数が少なく,組替えがないた
め,人間関係が固定されがちな画がある。

未然防止

1 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

(1)心の教育推進委員会 (対策テーム )
校長,教頭,生徒指導主任,養護教諭,学級担任等からなるいじめ防止等の対策のための生徒指導委
員会を設置 し,必要に応じて委員会を開催する。

自校の課題

未然防止 早期発見 保護者・地域との連携

発生後の対応 学校関係者の認識と共有

【 いじめ防止基本方針の概要 】



2 いじめ未然防止のための取組 (※年間指導計画は別表 )

(1)学級経営の充実
O ソーシャルスキル トレーニングを実施 したり,「学校楽しい一と」 (学期 1回 )を生かしたりし
て,児童の実態を十分に把握し,よ りよい学級経営に努める。
O 「学校楽しぃ一と」を実施しない月は,「心すこやか大浦つ子アンケー ト」を実施する。
○ 分かる 。できる授業の実践に努め,児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。
○ 心の教育・命の教育の充実を図り,誰もが大切にされる学級経営を行う。
○ 児童に短期・長期の目標を持たせ,達成感を味わわせ, 自己肯定感を持たせる。
O SOSの 出し方に関する教育の充実を図る。

(2)道徳教育の充実
O 道徳の授業を通して,児童の道徳性を高める。
O 全ての教育活動において道徳教育を実践 し,人権尊重の精神や思いやりの心を育てる。

(3)相談体制の整備
O 学級集団の背景・学級の問題点などを教師が観察し,担任会 (月 1),職員連絡会 (週 1)等で
共通理解を図る。

O 「学校楽 しい一と」「′bす こやか大浦つ子アンケー ト」後に学級担任により教育相談を行い,児
童一人一人の理解に努める。

O 職員連絡会での情報交換及び共通理解
週に一度,職員連絡会において,全教職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての

情報交換及び共通理解を図る。

O 児童が心の教育相談員と関わる時間を設定し,教育相談の充実に努める。

(4)縦割り班活動の実施
O 縦割り班活動の中で,協力したり協調したりすることを学習し,人 とよりよく関わる力を身に
付けさせる (児童会活動,清掃活動 )。

(5)イ ンターネッ ト等を通 じて行われているいじめに対する対策
O 全校児童のインターネッ トに関する使用状況調査を行い,現状把握に努めるとともに,児童に情
報モラル教育をするなどして迅速に対応する。

(6)その他
〇 全体指導計画の作成と実践的な校内研修の実施
O 児童理解に関する研修,指導援助の在り方に関する研修を実施する。
O いじめ対策必携の活用。

廻
躙
□
國

生徒指導主任・学級担任・養護教諭・心の教育相談員等との連携 (相談体制の構築),

児童理解や生徒指導・人権同和教育に関する校内研修の充実

学力向上のための施策の実行,授業の充実,人権教育・道徳教育の充実,保護者との信

頼関係の構築,い じめがあった (い じめにあつた 。見た)時の対処方法の指導 (児童へ )
人とよりよく関わる (協力・協調)力 を身に付ける, よりよい学級集団を作るための学

級活動等,「いじめをしない。させない。見逃さないJの意識の向上を図る

子供との日頃のふれあいによる親子・家族間の絆の構築,家庭で子供が相談しやすい雰
囲気の構築,普段からの学校との連携 。信頼関係の構築



早期発見

1 いじめ早期発見のための取組
(1) 「学校楽しぃ一と」「心すこやか大浦っ子アンケー ト」の実施
学期1回 「学校楽 しい一と」を実施する。「学校楽しぃ一と」を実施 しない月は「心すこやか大浦

つ子アンケー ト」を実施する。アンケー ト結果をもとに,一人一人の児童と直接話をして思いをくみ
取る。

(2)ノ ー ト'日 記指導
児童の休み時間や放課後の課外活動の中で児童の様子に目を配ったり,個人ノー トや日記などから
交友関係や悩みを把握したりする。

(3)担任以外の教職員からの情報
(4)心の教育相談員からの情報
(5)保護者からの情報
連絡帳や教育相談,学級 PTAや PTA懇 親会等の機会を活用し,保護者との交流を図り,連携を
強める。

鰤
鰯
□

・ 生徒指導主任 。学級担任・養護教諭・心の教育相談員等との連携 (情報の共有),地域
・保護者からの情報収集
・ 実態調査の実施,児童観察 (日 記や普段からの言動・行動の把握),心の教育相談員や
保護者との連携 (情報収集 )
,先生や親・祖父母,兄弟姉妹,心の教育相談員や信頼できる大人への相談,相談できる
(信頼できる)友達づくり。人間関係の構築
I呆護著‖…… 普段からの学校との連携 (き め細かい情報交換・信頼関係の構築),子供の
様子の観察,い じめの早期発見のためのチェックリス トの活用

発生後の対応

1 いじめに対する早期対応

(1)い じめに関する相談を受けた場合,速やかに管理職に報告し,事実の有無を確認する。
(2)い じめの事実が確認された場合は,生徒指導委員会を開き,対応を協議する。
(3)い じめをやめさせ,その再発を防止するため,い じめを受けた児童・保護者に対する支援と,い じ
めを行つた児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。また必要に応じて,い じめの当該児
童 (加害,被害)以外の児童 (傍観児童)への指導も行う (周 りがいじめを許さない雰囲気づくり)。
(4)い じめを受けた児童が安心して教育を受ける必要があると認められるときは,保護者と連携を図り
ながら,一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。
(5)事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を請ずる。
(6)犯罪行為として取り扱うべきいじめについては,教育委員会及び警察署等と連携して対処する。

2 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
ア いじめにより児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合
イ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する (年間30日 を目安とし,一定期間連続 して欠席し
ている場合も含む)こ とを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
ウ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合
(2)重大事態への対処
ア 重大事態が発生した旨を,市教育委員会に速やかに報告する。



イ 教育委員会と協議の上,当該事案に対処する組織を設置する。
ウ 上記組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施するとともに,関係諸機関との連
携を適切にとる。

工 上記調査結果については, いじめを受けた児童・保護者に対 し,事実関係その他の必要な情報を適
切に提供する。

保護者 口地域との連携

(1)保護者や地域,関係機関との連携
日頃から,児童・保護者・学校の信頼関係を築き,円 滑な連携を図るように努める。保護者からの
相談には,家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。また,必要に応じて,心の教育相談
員,市教育委員会,発達支援センターなどの関係諸機関と連携して課題解決に臨む。
・ 学校運営協議会や地域の会合での情報収集 (民営委員・児童委員,主任児童委員との連携)
・ 警察署や地域の諸機関との情報交換・情報収集
・ 児童相談所,HAS等の専門機関との連携
・ 5月 (全児童対象),10月 (希望者または必要がある児童)の教育相談期間

(2)学校相互間の連携協力体制の整備
○ 中学校や保育所と情報交換や交流学習を行う。

学校運営協議員や地域の関係諸機関・地域住民・保護者との連携 (情報収集・情
報の共有 )

保護者 。地域との信頼関係の構築,心の教育相談員や保護者との連携 (情報収集 )
地域の会合や行事での交流・情報交換,地域における中学校や保育園等の保護者
との交流・情報交換,学校との連携
※ 些細なことでも見逃さない観察力が必要である。地域・学校・保護者の二者
連携でいじめを絶対に許さないという共通認識をもつ。

護者 。地

教職 昌

児  童

l呆護者

心の教育推進委員会の立ち上げ (解決への組織的取組のリーダーシップ,生徒指導主任
学級担任・養護教諭 。心の教育相談員等との連携)関係機関への情報提供と協力依頼
※ 問題を把握 したら職員一人で抱え込ませずに,指導体制を整え,対応する教職員の
役割分担を明確にして組織で対応する。

全職員での組織的取組 (事象の共通理解,共通実践 )。
いじめを止めさせる,い じめにあった友達を助ける,先生や親・祖父母・兄弟姉妹・心
の教育相談員や信頼できる大人への相談,集団 (学級・少年団 。その他)を活用したいじ
め解決のための取組

学校 (担任 。管理職・養教等)に相談。子供の安全確保,学校と連携 しながら当該児童
の心のケアや指導に当たる

※ 子供の安全が脅かされているときは,緊急避難をさせる。


